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特別損益の計上および平成20 年 3 月期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 

 当社は、平成 20 年 3 月 31 日開催の取締役会において下記Ⅰ．の事項を決議するとともに、平成 20 年 3

月期の業績予想を下記Ⅱ．のとおり修正しましたので、お知らせいたします。 

 

 

記 

 

Ⅰ．特 別 損 益 の 計 上 

 

１．債務免除益 

   ゴルフ場を経営する当社連結子会社の株式会社伊東カントリークラブは、平成 19 年 8 月 29 日に東

京地方裁判所に民事再生手続開始の申立てを行い、平成 20 年 2 月 16 日には再生計画認可の決定が確

定したことから、その後、会員に対する弁済額の確定手続を進めてきた結果、債務免除益が発生するこ

ととなりましたので、この債務免除益 31 億円を、平成 20 年 3 月期連結決算において特別利益に計上

する予定であります。 

   なお、本件債務免除益は、株式会社伊東カントリークラブでの計上となるため、個別損益に与える影

響はありません。 

  （本件民事再生手続開始申立てについては、平成 19 年 8 月 29 日付開示資料「当社子会社の民事再生

手続開始申立てに関するお知らせ」をご参照ください。） 

 

２．減損損失 

   上記１．記載のとおり、株式会社伊東カントリークラブの再生計画認可決定が確定し、この状況は、

減損の兆候に該当するため、平成 20 年 3 月期連結決算において、減損損失 10 億円を特別損失に計上

する予定であります。この結果、平成 20 年 3 月期連結決算における減損損失は、平成 20 年 3 月 6 日

に公表した10 億円と合わせて、20 億円となる見込みであります。 

   なお、本件減損損失は、株式会社伊東カントリークラブでの計上となるため、個別損益に与える影響

はありません。 
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Ⅱ．業 績 予 想 の 修 正 

 

  平成 20 年 3 月 6 日に公表した平成20 年 3 月期の連結業績予想を次のとおり修正いたします。 

 

 (1) 平成 20 年 3 月期通期 連結業績予想の修正（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 

前回発表予想  (A) 

百万円 

290,000  

百万円 

11,000  

百万円 

7,000  

百万円 

11,000  

円 銭 

13.84  

今回修正予想  (B) 290,000  11,000  7,000  13,000  16.35  

増 減 額   (B－A) 0  0  0  2,000  2.51  

増 減 率    (％) 0.0  0.0  0.0  18.2  18.2  

(ご参考)前期実績 

(平成 19 年 3 月期) 
293,408  9,918  4,313  1,034  1.43  

 

 (2) 修正の理由 

    売上高、営業利益、経常利益については、変更はありません。 

    当期純利益については、上記Ⅰ．の特別損益の計上等により、前回予想から 20 億円増加の 130 億

円に修正いたします。 

    なお、個別業績予想の変更はありません。 

 

 

 

  ※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報をもとにした仮定を前提としていますの

で、実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

 

 

以 上 


